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平成23年７月20日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・「地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の成立に伴う福祉保健部の取り組み

について

・ふぐ取扱条例の見直しについて

・難病に関する医療費公費負担制度等について

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 清 山 知 憲

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福祉保健部次長
田 原 新 一

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
橋 本 憲次郎

(保健･医療担当)

こども政策局長 村 岡 精 二

部 参 事 兼
阿 南 信 夫

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

薬 務 対 策 室 長 岩 﨑 恭 子

国保・援護課長 永 友 啓一郎

長 寿 介 護 課 長 大 野 雅 貴

障 害 福 祉 課 長 野 﨑 邦 男

就 労 支 援 ・
中 西 弘 士

精神保健対策室長

部 参 事 兼
船 木 浩 規

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 日 高 政 典

こども政策課長 川 野 美奈子

こども家庭課長 古 川 壽 彦

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

○黒木委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

本日の委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の傍聴についてお諮りいたしま

す。日向市の首藤氏ほか５名から、執行部に対

する質疑を傍聴したい旨の申し出がありまし

た。議会運営委員会の確認・決定事項に基づ

き、先着10名に限り許可することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、傍聴人の入室を許可
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することといたします。

傍聴人及び執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時０分休憩

午前10時４分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

傍聴をされる皆様にお願いいたします。

傍聴人は、受け付けの際にお渡ししました

「傍聴人の守るべき事項」にありますとおり、

声を出したり拍手をしたりすることはできませ

ん。当委員会の審査を円滑に進めるため、静か

に傍聴してください。また、傍聴に関する指示

には、速やかに従っていただくようお願いいた

します。

それでは、報告事項の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

○土持福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。座って説明させていただきます。

それでは、お手元の厚生常任委員会資料の表

紙をめくっていただきまして、目次をごらんい

ただきたいと思います。

本日の説明事項でございますが、報告事項と

いたしまして、１の「地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」―ちょっと長いです

が、この成立に伴います福祉保健部の取り組み

について御説明させていただきます。２番目と

いたしまして、ふぐ取扱条例の見直しについ

て、３点目が難病に関する医療費公費負担制度

についてでございます。それぞれ担当課長のほ

うから説明をさせますので、よろしくお願いい

たします。

私のほうからは以上でございます。

○阿南福祉保健課長 それでは、常任委員会資

料の１ページをごらんください。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律」の成立に伴う福祉保健部の取り組みにつ

きまして御説明をいたします。

まず、１の「制度の目的等」についてであり

ます。

今回の法律につきましては、地方分権を推進

するために、国におきまして平成21年12月15日

に閣議決定されました「地方分権改革推進計

画」を踏まえ、関係法律の整備を行うものであ

ります。平成22年３月に法案が提出され、継続

審議となっていたものが、平成23年４月28日に

成立、５月２日に公布されたものであります。

その目的は、地方自治体の自主性を強化し、

自由度の拡大を図るため、国の義務づけ・枠づ

けの見直しと、地方自治体に条例制定権の拡大

―条例委任と申しますが―を図ろうとする

ものであります。

その内容は、（１）施設・公物設置管理の基

準については、地方自治体への条例委任を、

（２）計画等の策定及びその手続及び（３）協

議、同意、許可・認可・承認については、地方

自治体への義務づけ・枠づけの見直しを行うも

のとなっております。

米印にありますように、福祉保健部が主に関

係しますところは、（１）施設・公物設置管理

の基準に係る条例制定等であります。

「２ 施設・公物設置管理の基準について」

をごらんください。

まず、（１）条例委任の内容についてであり

ます。

社会福祉施設等の整備・運営等に関する基準
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について、根拠規定を現在の「厚生労働省令」

から「都道府県の条例」に改めるものでありま

して、県におきましては、新たな条例の制定や

既存の条例の改定を行うこととなります。

福祉保健部が条例制定等を行う必要があるも

のにつきましては、資料の３ページに記載して

あります児童福祉法から５ページの就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律についての条例委任一覧表を掲

載しております。後ほどごらんいただきたいと

存じます。

１ページにお戻りください。

次に、２の（２）条例委任される、すなわち

県条例制定に係る国の基準の類型についてであ

ります。

都道府県が本基準を条例で定めるに当たって

は、厚生労働省令で定める次の３つの基準に従

い定めることとされております。

まず、①の省令で定める「従うべき基準」と

は、県条例の内容を直接的に拘束する、必ず適

合しなければならない基準であり、従うべき基

準と異なる内容を条例に定めることは許されな

いものであります。

次に、②の「標準」とは、県の条例の内容

は、省令で定める「標準」を通常によるべき基

準としつつ、合理的な理由がある場合に限り、

地域の実情に応じた標準と異なる内容を定める

ことが許容されるものであります。

最後に、③の「参酌すべき基準」についてで

すが、省令で定める「参酌すべき基準」を県で

十分参照した結果としてであれば、地域の実情

に応じて、異なる内容を条例に定めることが許

容されるものであります。

（３）厚生労働省の対応方針についてであり

ますが、福祉、介護、保育等の質に深刻な悪影

響を生じかねないアの人員配置基準やイの居室

面積基準、ウの人権に直結する運営基準等は、

全国一律の従うべき基準とし、それ以外の施設

・整備・運営基準が参酌すべき基準とされ、オ

の利用定員につきましては標準とする方針のよ

うであります。

１枚おめくりいただき、次の２ページをごら

んください。

（４）の条例化の検討に係るフローについて

であります。

今後、各所管課において条例化に取り組むこ

とになりますが、まず、厚生労働省令等で３種

類の基準―すなわち従うべき、標準、参酌す

べき基準―が提示されます。各所管課では、

この省令等に基づき県の条例（案）の検討を行

い、その条例（案）を関係機関・団体等と協議

したり、利用者等へのアンケート調査などを実

施しながら御意見をお伺いした後に、それらを

反映させた条例（案）を議会に上程し、御審議

をお願いすることとなります。

なお、施行期日は平成24年４月１日ですが、

省令の通知される時期により個別に対応を行う

ため、一部を除き１年間の経過措置が認められ

ているところであります。

福祉保健課からの説明は以上であります。

○船木衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明をいたします。

委員会資料の７ページをお開きください。

「ふぐ取扱条例の見直しについて」でありま

す。

初めに、１の趣旨でございます。

本県では、昭和33年にふぐ取扱条例を施行

し、県が実施した試験に合格した者をフグ処理

師として登録するフグ処理師制度を設け、フグ

による健康被害の防止を図ってきたところで
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す。

しかし、有毒部位である肝臓の不正な流通や

不適切な取り扱いにより、フグによる食中毒が

依然として発生しております。食中毒には至ら

なかったのですが、違反事例も本県で２件ほど

起きております。また、近年、日本近海では見

られなかったシロサバフグによく似たドクサバ

フグが日向灘でも水揚げされており、平成20年

には、宮崎港で釣り上げたドクサバフグによる

食中毒も発生しております。

一方、昨年11月に、児湯地区で水揚げの多い

シロサバフグ―いわゆる「みやざき金ふぐ」

―が宮崎県水産物ブランド品として認証され

たところで、衛生サイドからも、宮崎県産フグ

の安全・安心な流通を支援していく必要がある

と考えております。

こうした一連の事情を踏まえて、今回、フグ

による健康被害の未然防止を強化するために、

新たな内容を追加する条例の見直しを検討する

ものです。

２の主な検討内容でございます。

（１）のフグ処理施設の認証制度の導入で

す。今回の見直しの一番のかなめとなります

が、フグを処理し、食品として販売する営業者

に対して、施設ごとに知事の認証を受けること

を義務づけ、認証書を交付するものです。な

お、認証に当たっては、２つ目の米印にありま

すとおり、フグ処理師の必置と有毒部分の保管

専用の施錠できる不浸透性容器を要件としたい

と考えております。この処理施設の認証を行う

ことにより、フグ処理の実態把握や利用者への

情報提供を行うものであります。

（２）フグ処理師免許取り消し等に関する規

定の追加です。これまで、フグ処理師が肝臓を

販売・提供しても、食中毒が起きない限り罰則

の適用はありませんでした。そこで、有毒部分

の販売・提供やフグ処理師の遵守事項違反につ

いても、免許の取り消し、または業務の停止を

追加し、安全に対するフグ処理師の意識づけを

行うものです。

（３）フグ処理施設への立入検査等について

です。認証制度導入により、フグ処理施設の把

握ができますので、県職員による立入検査及び

報告に関する規定を設け、監視指導の徹底を図

るものであります。

３の今後のスケジュールでございます。

９月にパブリックコメントを実施、11月議会

に提案、御審議いただくこととしております。

衛生管理課からは以上です。

○和田健康増進課長 それでは、健康増進課

分、「難病に関する医療費公費負担制度等」に

ついて御説明いたします。

委員会資料の９ページをお開きください。

まず、「１ 難病の治療研究・医療費公費負

担に関する事業構成」についてであります。

難病の治療研究と医療費公費負担に関して

は、２つの国の事業で構成されておりまして、

まず、難病に関する各分野の研究費を助成して

いるのが、一番上の白抜きの「難治性疾患克服

研究事業」です。

数ある難病の中で、資料左上にあります臨床

調査研究分野に130の疾患が指定されておりま

す。希少性、原因不明、治療方法未確立、生活

面への長期の支障の４要素を満たす疾患から選

定され、原因究明、診断基準・治療指針の作成

等の研究が行われており、平成22年度で14疾患

群の38研究班が活動しております。

そして、この130疾患のうち、医療費公費負担

の対象となっているのが、左側の太い実線で囲

んでおります白抜きの「特定疾患治療研究事
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業」が対象としている56疾患になります。130疾

患のうち、診断基準、具体的には事業対象とし

て認定する基準や診断書となる臨床調査個人票

等が確立され、治療が極めて困難、医療費が高

額な疾患が指定され、所得に応じて一定の自己

負担はありますが、保険診療による患者の自己

負担分に対して公費負担を行っております。

この対象疾患は、厚生労働省健康局長の私的

諮問機関であり、学識経験者等で構成される

「特定疾患対策懇談会」の意見をもとに決定さ

れております。

なお、特定疾患治療研究事業は、本来は研究

事業であり、臨床調査個人票は研究班に送付さ

れ、研究のための基礎資料として利用されてお

ります。

研究分野は国が実施主体ですが、医療費助成

という実務の実施主体は都道府県となっており

まして、その補助率は２分の１で、スモンとい

う疾患のみ10分の10となっております。

なお、資料９ページの右側を見ていただきま

すと、難治性疾患克服研究事業にはほかの研究

分野もありまして、研究奨励分野が平成21年度

に創設され、平成22年度に214疾患が指定されて

おります。左側の臨床調査研究分野に含まれな

いもので、これまで研究の行われていない疾患

について、実態把握や診断基準の作成等を目指

しております。この分野以外にも、重点研究分

野、横断的基盤研究分野、指定研究がありま

す。

現在の事業構成においては、難病のうち医療

費の公費負担対象となる疾患は、資料右側の研

究奨励分野などの研究から左側の臨床調査研究

分野の疾患に指定され、さらに特定疾患治療研

究事業の対象疾患となる必要があるということ

になります。

資料下のほうには、国の予算額の推移を記載

しております。本年度の難治性疾患克服研究事

業は80億円、特定疾患治療研究事業は約280億円

の予算となっております。

続きまして、資料の10ページをお開きくださ

い。

「２ 特定疾患治療研究事業について」であ

ります。

（１）対象疾患に関する指定の経緯にありま

すように、昭和47年からほぼ毎年のように疾患

が追加され、最近では、平成21年度に６年ぶり

に11疾患が追加指定されております。

なお、米印にありますように、平成14年と15

年は疾患が追加されたのですが、他の疾患と統

合した関係で、数字上はマイナスになっており

ます。

次に、（２）特定疾患対策懇談会の直近開催

状況ですが、先ほど説明しました諮問機関であ

ります懇談会は、直近では追加指定直前の平

成21年９月に開催されておりますが、それ以降

の開催はありません。

参考までに、この平成21年９月に開催された

懇談会における資料の一部を、11ページから15

ページに掲載しております。

11ページは、追加指定されました11疾患であ

ります。このうち11ページ上のほうの１、間脳

下垂体機能障害の疾患概念が、めくっていただ

きまして12ページに記載されておりまして、そ

の一番上のⅠ、ＰＲＬ（プロラクチン）分泌異

常症についての認定基準が13ページとなってお

ります。１の主要項目で検査所見等が示され、

２の鑑別診断で区別をつけるべき疾患が示さ

れ、３の診断基準で事業対象として認定する基

準が示されております。めくっていただきまし

て、14～15ページが新規申請の場合の個人票と
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なっております。いわゆるこれが診断書となり

ます。

それでは、16ページをお開きください。

「２ 患者会等から国への要望に対する疾患

指定状況」であります。

これは平成20年度の懇談会における資料です

が、疾患名で太字になっているのが、平成21年

度特定疾患治療研究事業に追加指定された疾患

となっております。

この表の右側のほうで丸印及び米印を記載し

ております13疾患が、難治性疾患克服研究事業

のうち臨床調査研究分野の対象疾患となってお

ります。このうち、最終的に特定疾患治療研究

事業の指定とならなかった疾患が２つありまし

て、疾患名で上から９番目のＦＯＰ（進行性骨

化性線維異形成症）と17番目のＸＰ（色素性乾

皮症）となっております。

17ページをごらんください。

「３ 事業における課題」であります。

これは、国の「新たな難治性疾患対策の在り

方検討チーム」の会議資料から抜粋しておりま

すが、まず（１）の対象疾患で、56疾患の対象

とならないものは、高額療養費制度以外の医療

費軽減の仕組みがないということがあります。

次に、（２）安定的な財源の確保です。十分

な予算を確保できない状態が続いており、安定

的な財源を確保できる制度の構築が課題となっ

ております。

最後に、（３）医療費助成事業の性格です。

本来、研究事業でありながら、福祉的側面であ

る医療費の助成を行っていることが検討課題と

されております。

続きまして、「４ 本県の超過負担状況」で

あります。

左から３つ目の列の国庫所要額、つまり本

来、国庫補助があるはずの金額（Ａ）に対し

て、実際に交付された額は、その隣の交付額

（Ｂ）となっており、本県が超過負担している

額は、その隣の（Ｃ）超過負担額となっていま

す。平成22年度で約２億8,000万円であり、一番

右の列の所要額に対する交付額の割合は、年々

悪化する一方であります。

18ページをお開きください。

「５ 事業に関する全国衛生部長会からの提

言」であります。

この提言には超過負担の解消等についても記

載されておりますが、資料中ほどの＜提言＞で

下線を引いている部分をごらんください。「特

定疾患に限らず、原因不明で治療法が未確立の

疾患の原因究明や治療法の開発などの研究の推

進や患者への医療費公費支援は、ナショナルミ

ニマムとして国が実施すべき」と記載してお

り、さらに、その下のほうの一で、「原因不明

で治療法が未確立の疾患の原因究明と治療法の

開発については、国が責任をもって進めること

が重要」と記載されております。

続きまして、19ページをごらんください。

「６ 平成23年６月議会で請願のあった５疾

患」についてであります。

疾患ごとに症状や患者数等を記載しておりま

す。難治性疾患克服研究事業の臨床研究分野

の130疾患の対象となっているのが４疾患あり、

線維筋痛症だけが対象となっておりません。

シェーグレン症候群は、北海道、東京都、富

山県が単独で医療費公費負担をしており、アレ

ルギー性肉芽腫性血管炎、成人スティル病につ

いては、東京都が単独の公費負担を行っており

ます。

難病に関する医療費公費負担制度等について

の説明は以上でございます。
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○黒木委員長 執行部の説明が終わりました。

委員の皆様、質疑はありませんか。

○井本委員 まず、最初の「地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」ですが、省令と

条例というのは―基本的なことですが―省

令のほうが上位というのはこれは通説ですか。

今までどうですか。当たり前のことなんです

か。法律が上というのは聞いておったけど、省

令が上というのは争いがあるんじゃないです

か。その辺はどうなんですか。

○阿南福祉保健課長 法律がありまして、その

下に省令がございます。それが国の分でござい

まして、条例については、県の条例ということ

になります。今回の改正につきましては、それ

ぞれの設置基準等につきまして、省令で定めて

いたものについて、県の条例で定めるというふ

うに変更するものであります。

○井本委員 それはわかっている。私は、どっ

ちが上位かというのは、基本的に争いがあるん

じゃないかという気がしておるから。私も少し

法律を勉強したものだから、条例は民主的統制

のもとにつくっているわけよね、民主的に。と

ころが省令というのは、各省庁が簡単に自分で

ぽんと出しているわけだから、民主的統制のき

いたものと統制のきいていないものは、民主的

統制がきいたもののほうが上じゃないのかとい

う議論があるわけですからね。

○土持福祉保健部長 省令につきましても、法

令でございますので、その枠を超えて条例を制

定することはできないということです。

○井本委員 それは判例か何かで決まっている

んですか。通説ですか。

○橋本福祉保健部次長 今、委員が御指摘のと

おりで、法令と条例の関係ということだと思い

ますが、一般的には、条例の制定権者が自治法

に基づきまして、法令に反しない限りで条例制

定権があるというふうになっておりまして、今

の先生の議論というのは本質的に、今回の分権

の流れでも、条例の上書き権というものが認め

られるかどうかというところで大きな議論に

なったところだと思います。現時点の法令の運

用においては、あくまでも、今部長が言われた

とおり、法律、政令、省令全体で法令と、その

委任の範囲内で条例制定権があるという解釈に

なっていると思います。その際に、法律、政

令、省令、どこまで今先生がおっしゃるように

民主的統制がきく条例と、あとはそうでない各

行政庁が決めるもの、結局それは法律がどのレ

ベルで省令に委任するかと。したがいまして、

内容的にそういう民主的統制が及ばなくてもい

いであろうという内容は、政令、省令において

というふうに考えるのが自然ではないかという

ふうに考えております。

○井本委員 こうやって、何かいかにも省令が

……。政令はどうなんですかね。政令は省令よ

り上位なんですか。

○橋本福祉保健部次長 政令というのは、内閣

として閣議決定するものでございまして、省令

は各省でということになりますので、イメージ

的には法律が一番上位で、その委任の中で政令

が次で、その次が省令と、そういう理解が自然

な考え方です。

○井本委員 だから、その辺の争いがあるとい

うことを踏まえて、我々からすれば、民主的統

制がかかっている条例のほうが上じゃないか

と、どこかの局長あたりが勝手に書いて出すや

つよりもこっちのほうが上じゃないかという認

識が本当は私なんかはあるんだけど、今までの

ずっと慣習のもとに格付しているんだろうと、
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これはこれでしようがないと思っております。

それで、従うべき基準とか標準とか参酌すべき

基準というのは、これはだれが決めているわけ

ですか。

○阿南福祉保健課長 省令で決まりますので、

各省庁で決まるということになります。福祉保

健部では、その３つの基準につきまして、厚生

労働省で決めるということになっております。

○井本委員 じゃ省令で全部これは設置できる

ということですね。

○阿南福祉保健課長 従うべき基準、標準、そ

れと参酌すべき基準、これらの３つにつきまし

て、省令で定められるということでございま

す。

○井本委員 わかりました。続いてもう一つ、

難病に関する医療費公費負担の制度ですが、こ

れは保険診療による自己負担分に対して公費負

担を行うということですが、一人一人の負担額

というのは、保険を使っていてもかなり大きく

なるんですか。

○和田健康増進課長 金額については、その時

々の診療内容によって変わってきますので、非

常に幅が大きいと思われますが、平成22年度の

医療費の公費負担の総額が５億4,422万3,000円

で、受給者が7,551人おられましたので、単純に

割りますと、１人当たり年額※７万2,000円の公

費負担をしているということです。所得割合で

違ってきますので、単純平均でこれぐらいとい

うふうに御理解いただければと思います。

○井本委員 それで特定疾患対策懇談会という

のがあるみたいですが、これは健康局長の私的

諮問機関と書いてありますよね。局長が最終的

に決めるわけですか。

○和田健康増進課長 最終的な決定がどのよう

になっているかわからないんですけど、大臣の

最終決定はあるんだと思いますが、健康局が担

当しておりますので、健康局が決めているのは

間違いないと思います。

○井本委員 恐らく最後は大臣の決裁で決めて

いるということですね。そうすると、委員長、

我々もやっぱり特定疾患対策懇談会に対する意

見書というものを出さないかんということにな

りますかね、本来は。その辺はどうですか。

○和田健康増進課長 直接懇談会がいいのか国

がいいのか、ちょっと私もわからないんですけ

ど、全国の患者会は、先ほど資料でお示ししま

したように、厚生労働省に対して要望されてい

て、その要望がこの懇談会では資料として提出

されているというような状況になっているよう

です。

○太田委員 例の長い名称の法律の成立に伴う

福祉保健部の取り組みについてというところ

で、３ページに今後そういう見直しをするとい

う項目が上げられていますが、この中で、例え

ば３ページの２番目のところでは、基準設置の

類型として、従うべきというものと標準と参酌

という３つが、同じ第21条の５の18の第２項に

全部入っているんですが、これはこの３つの基

準いずれを使ってもいいということなのか、そ

れぞれで３つに従うんですよという意味なの

か、これはどういう書き方ですか。

○野﨑障害福祉課長 この中に、例えば居室と

かの床面積とか、そういうものについては従う

べきというふうにされておりまして、同じその

条項の中の事業に係る利用定員、これについて

は標準だと。その他という部分があるんです

が、その他については参酌すべきということ

で、ちょっとその他の具体的なものが何なのか

というのは現時点ではわからないんですが、と

※ 10ページに訂正発言あり



- 9 -

りあえず第21条の５の18の第２項の中には３つ

のものがあるということでございます。

○太田委員 わかりました。それは、１ページ

の一番下の（３）のところに書いてあるとお

り、ア、イ、ウ、エ、オの３つのものがあるか

らそうなるんだということですね。この３つ、

どれを選んでもいいという意味ではないという

ことですね。

○野﨑障害福祉課長 そのとおりでございま

す。大事なのは、その３つあるということでご

ざいます。

○太田委員 わかりました。１ページの今の

（３）、一番下のところ、従うべき基準、参酌

すべき基準とありますが、従うべき基準という

ことは、今までどおりと変わらないということ

でいいですよね。従うべき基準という意味は、

結局法的に余り変わらなかったという受けとめ

方でいいですよね。

○阿南福祉保健課長 省令が変わらない限り

は、そのまま従うべき基準に入るということに

なろうかと思います。

○太田委員 わかりました。弾力性があると見

られるのは、参酌すべき基準もしくは標準とい

う、その範囲内でということですが、このエと

オについて、こういう場合はこのような参酌す

べき基準で判断できるんですよというのが何か

具体的にあったら、ちょっとイメージづくりの

ために教えてもらいたいと思います。エとオで

す。

○阿南福祉保健課長 参酌すべき基準といたし

ましては、居室定員、廊下の幅、汚物処理室、

事務室、それから適切な食事の提供、介護の内

容等が参酌すべき基準ということになっており

ます。それと標準につきましては、利用定員が

標準ということで厚生労働省では整備されてい

るというふうに思っております。

○太田委員 わかりました。今、エで言われ

た、何か廊下の幅とかそんなのがありました

が、廊下の幅というのも、何か事故があるとき

にさっと逃げないかんという意味では、ある程

度幅も確保されておらなければならんというこ

とも厳格に言えばあると思うんですけど、そこ

辺の参酌すべきというところについては、その

判断としては、私としては非常に厳格なものを

将来持っていただきたいがなという気がちょっ

と内容的にはしました。調理室といいますか、

調理場でしたかね、何かそういう話もありまし

たけどね。わかりました。一応それは要望とし

てお願いしておきます。

次に、ふぐ取扱条例について、７ページです

けど、これは県の認証、これまでフグ処理師の

認証を行ってきたということですが、フグ処理

師の認証の研修のあり方というか、具体的にど

のようにして、あなたはそういう能力を持って

いますねということで認証してきたんだろうと

思います。具体的にどのような、調理を実際さ

せるとか、何かそういう研修のあり方みたいな

ものはどんなふうだったんでしょうか。

○船木衛生管理課長 現状、ふぐ取扱条例に基

づきまして、フグ処理師の試験を毎年実施いた

しております。この中で、学科試験ということ

で、法規、公衆衛生、食品衛生、それから実技

ということで、フグの種類鑑別、フグの臓器鑑

別、フグの摘出処理、いわゆる有毒部分の解毒

処理、こういった形の学科試験と調理試験を実

施して、フグ処理師の資格を与えて、この処理

師によるフグの処理の提供を現在行っておると

ころでございます。

○太田委員 わかりました。学科試験と実地試

験といいますか、そういうのがあるということ
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で理解いたしました。それと７ページの一番

下、フグ処理施設のところ、認証の義務づけと

ありますけど、認証の義務づけという意味は、

これまで認証の義務づけはなかったということ

ですか。私は調理師の免許を持っています、県

の認証を受けていますということよりか、さら

に進んで、認証の義務づけをやるというのはど

ういう意味なんですか。

○船木衛生管理課長 これまではフグ処理師に

対するいろんな規制をかけてきたところでござ

います。現状、フグを提供する施設、これに対

しては、いわゆる届け出とかそういうものが一

切なくて、今回の見直しの中で、フグを提供す

る施設を把握することで、フグ処理師と提供す

る施設、両方把握して、いわゆる消費者への情

報提供とか監視指導等の部分に役立てていくと

いうことで考えておるところでございます。

○太田委員 わかりました。これまで届け出は

なかったというのがあるわけですね。私は全体

を把握しておられるかと思って、そしたら届け

出がなかったので、今度はきちんとさせますよ

ということなんですね。

○船木衛生管理課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。

○太田委員 わかりました。最後に、難病患者

なんですが、超過負担のことが出ましたけど、

超過負担が生ずる原因というのは、これは何か

事務取扱といいますか、人件費みたいなものが

超過負担の原因になっているのか。どんな内容

が超過負担の内容になっているのかということ

をちょっとお聞きしたいと思います。

○和田健康増進課長 太田委員の今の質問の回

答の前に、先に、井本委員の医療費の関係で、

私ちょっと説明を間違っておりましたので、訂

正させていただきたいんですが、５億4,000万と

言ったのは県の負担でありますので、総事業費

は２倍の10億8,000万円になりますので、１人当

たり年間、２倍の14万4,000円を平均的には公費

で負担させていただいているということにな

り、こちらが正解になります。大変申しわけあ

りません。

それから、ただいまの超過負担が生じる件で

すけれども、これはいわゆる厚労省の中で健康

局が予算を確保できないということで、この医

療費の負担部分の本来国が負担すべき部分が確

保できないので、仕方なしに県が―患者さん

はもう医療費を払われていますので、その国が

出してくれない分を県が出しているという状況

で、予算確保の問題だと思っております。

○太田委員 わかりました。医療費ということ

であれば、超過負担というのをさせちゃならん

なというふうに思いますがね。実際払ったもの

で、それは保証しますよ、公費負担するんです

よということを言っておるのであれば、国は医

療費については、せめてきちっとやってもらわ

ないかんなという感じがいたします。

最後にもう一つ、これはちょっとわからな

かったことなんですが、19ページの一番上のと

ころに、県単独事業で追加するよう請願があっ

たということでありますが、県単独で追加する

という意味は、医療費を県単独で公費助成をす

るということなのか。これまで県単独で追加し

たものがあるという意味なのでしょうねと思っ

ているんですけど、ちょっとその辺、確認させ

てください。

○和田健康増進課長 この研究事業の医療費負

担の制度というのは、実は東京都のほうが国に

先駆けて始めておりまして、研究に協力してい

ただくかわりに医療費を負担しますというよう

な制度で始まりまして、それを追いかけて国が
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このような制度をつくって、同じように全国で

始めたというふうになっておりますので、恐ら

く県単独で追加してほしいというのは、医療費

を負担していただきたいということだろうと私

は理解しているんですが、医療費を負担するた

めには、本来の事業は研究事業でありますの

で、研究班を立ち上げて研究を始めることから

やらないと医療費負担ができないという……。

今、国とか他の東京都とかがやっている制度に

倣うと、そのような形になってきますので、県

単独で追加してくださいという意味は、ちょっ

と私も両方含まれているのか医療費だけを負担

してほしいのか、事業の性格を考えると、研究

事業に指定していただきたいということだとは

思っております。

○太田委員 県単独でという意味なんですよ

ね。それで、これまで県単独で追加したものが

あったんですか。

○和田健康増進課長 宮崎県ではございませ

ん。

○太田委員 わかりました。県単独で追加して

も、国で言う56疾患の特定疾患治療研究事業

に、最終的にはそこにいかないと公費負担には

なりませんよね。ならないと思うので、私たち

もちょっと確認せないかんかったのかなと思う

んですが、県単独事業で追加されるということ

はこれまでなかったわけで、県単独で事業を認

定したとしても、公的な負担があらねば意味が

ないような、そういう思いがするものですか

ら、その追加の趣旨をきちっと私たちもとらえ

なきゃいかんかったかなという思いでもありま

すが、どうだったんでしょうか。

○和田健康増進課長 ちょっと私も請願された

方々の背景ということまではわからないんです

が、あくまでも事業の内容から言いますと、ま

ず研究事業を立ち上げて、県単独でやる場合に

は、県単独の研究班を立ち上げて、その研究を

開始して、診断基準、それから研究に使う診断

書となります個人票というのを作成した上で、

研究を開始できた時点で、超過負担分みたいに

県で確保して医療費を負担をするという形が…

…。いわゆる国の事業に倣った場合にはそうい

う形になって、実際に東京都などはそのように

されております。

○太田委員 わかりました。一応超過負担的な

意味でということであれば理解できます。

○井本委員 関連して、これは北海道、富山県

もありますね。「富山県は入院のみ対象」と書

いてありますけれども、どういう形で、北海

道、富山も、こういう研究事業ということで

やっておるわけですか。

○和田健康増進課長 開始された経緯はちょっ

と確認したんですけれども、やはり前からやら

れていてよくわからないということですが、同

じような臨床個人票を用いておりますので、恐

らく研究事業として開始されたものだと思われ

ます。

○井本委員 それと、先ほど公費負担の場合、

県と市で半々で、あと交付税から割っているわ

けですか。

○和田健康増進課長 国と県です。国と県で２

分の１ずつです。

○井本委員 市町村は何もその辺は負担しない

んですか。

○和田健康増進課長 この事業は県ですので、

政令市も中核市も負担はされていないと思いま

す。

○太田委員 ９ページの補助率２分の１、スモ

ンは10分の10と書いてありますが、これは説明

の中では、診断書関係の何かそういった事務手
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続が２分の１というふうな聞き方をしたように

私は思ったんですが、医療費の２分の１なんで

すか。

○和田健康増進課長 医療費分です。スモンに

ついては、国が全額負担するということになり

ます。

○徳重委員 ふぐ取扱条例の見直しについてと

いうことでございますが、フグ処理師の資格を

得た者が、フグ処理施設以外で、例えば自宅で

処理するということは、できないということで

すか。

○船木衛生管理課長 営業的な部分での取り締

まりということでありまして、フグ処理師が自

宅で自分で料理して、もし食べられるというこ

とであれば、そこ辺の部分は、この条例の中に

は規定がないということになろうかと思いま

す。ただ、いずれにしましても、フグを取り扱

う部分につきましては、これによる食中毒とい

うのは、非常に食品衛生法上も大きい、死亡に

つながるような部分でありますので、実際食中

毒が起きているのも、営業施設より素人、家庭

でのいわゆる食中毒も結構発生しております。

そういった意味でも、フグの取り扱いについ

て、広く条例の趣旨を一般の方々にも周知して

いく必要があるというふうには思っておりま

す。

○徳重委員 それぞれ家庭でと言ったら済むか

もしれませんが、何人か家庭に人を集めてフグ

料理を振る舞うと、そこに５人、10人いらっ

しゃる可能性も十分あるわけですね。そういっ

たことを考えると、やはりそこにちゃんとし

た、フグ処理師に対して、ある程度の規制とい

うものがなければいけないんじゃないかなと。

ちゃんと料亭というんですか、商売、仕事上の

やつと、あるいは家庭でそういう自由にやられ

る人、これはどっちでも構わないというか、そ

ういうことになったら、また大変なことになる

んじゃないかなという気がするんですけれど

も、まずそこをお尋ねしたいんですが。

○船木衛生管理課長 委員がおっしゃるとお

り、いずれにしましても、フグについては、適

切に処理されたものを調理するということが原

則だというふうに思います。営業といいますの

は、いわゆる個人の家で、定期的に継続してそ

ういう営業をされるということであれば、やは

り食品衛生法上の営業許可施設ということにな

ろうかと思います。ただ、単純に、フグ処理師

の方が自分の家にお客さんを招いて提供される

という場合は、フグ処理師としての処理をした

ものでないとみなします。その施設が、いわゆ

る定期的に営業用として提供される施設を想定

して認証するということにしております。

○徳重委員 最後にしたいと思います。もし違

反行為があった場合の罰則というのは、どの程

度のものが規定されているんですか。罰則規定

というか、違反行為があるというか、例えば施

設はフグの害がなかったという仮定でも、やは

り施設が不整備というか衛生管理も悪かったと

いうようなことで、影響を受けた場合の罰則規

定とか、そういったものはあるんですか。

○船木衛生管理課長 現状の取扱条例では、重

大な事故といいますか、食中毒事故等をフグ処

理師が起こした場合には、罰則規定の適用があ

るわけですけれども、今、委員がおっしゃった

ような有毒部位を販売したとか、あるいは有毒

部位の処理が不適切であったとか、そういう部

分の罰則規定はございませんでしたので、今後

はフグ処理師にそういったフグの取り扱いを衛

生的に意識づけするためにも、そこの部分にも

罰則規定を設けるということで考えておりま



- 13 -

す。

○徳重委員 ということは、まだ罰則規定とい

うのは定められていないと理解していいんです

か。

○船木衛生管理課長 現状の罰則規定というの

は、重大な食中毒事故等をフグ処理師が発生さ

せた場合には罰則規定がございます。

○徳重委員 やはり命にかかわることですか

ら、今からつくるというのではなくて、早くそ

れを、こういう規定をつくるのであれば、見直

しした段階で、そこまで若干踏み込んだもので

ないと、後でということになると、何かおかし

いような気がするんですけどね。

○船木衛生管理課長 今回の見直しの中で、委

員おっしゃるように、そういう罰則規定につい

ても十分見直していきたいというふうに思って

おります。

○中村委員 １ページに戻りまして、長たらし

い名称の関係法律の整備に関する法律ですが、

要は、地方分権改革推進計画を踏まえて、地方

自治体の自主性の強化の観点からこういうこと

をするということだと思いますが、ただ厚労省

は、省令から条例にかえなくちゃいけないとい

うだけであって、今話をずっと聞いております

と、従うべき基準というのは、ほとんど丸写し

で条例化しなくてはいけない。また、一番緩や

かな「標準」であっても、定員等の関係という

ことでありますから、ほとんど条例にしても、

裁量権の余地はないと言っても過言ではないと

思います。ただ厚労省がこういう法律をつくら

なくちゃいけない、省令から条例にしなくちゃ

いけないということにのっとってやっただけの

ことで、宮崎県に条例を移してもらっても、何

ら恩恵はないと思いますが、いかがでしょう

か。

○阿南福祉保健課長 この法律が成立した背景

でございますけれども、地方分権につきまし

て、その時々の政権において議論を重ねてきた

ところでありますが、平成19年４月に有識者か

ら成る地方分権改革推進委員会が発足されまし

て、４つの勧告と２つの意見をそれぞれの時の

内閣総理大臣あてに提出しております。そし

て、今回の法律は、42法律ありますけれども、

地方分権推進委員会の第三次勧告を受けまし

て、平成21年12月15日に地方分権改革推進計画

が閣議決定された後、平成22年３月に法案とし

て国会に提出され、継続審議となっておりまし

たが、今国会において成立したものでありま

す。福祉保健部関係について申し上げますと、

福祉部門につきましては、利用者へのサービス

の内容を最低限担保する必要があることから、

従うべき基準が多いために、他の部と比べます

と、現段階では大きな変更はなく、利用者や事

業者に与える影響は少ないと思われます。

○中村委員 わざわざ県が省令から条例に移す

ことなく、省令でやってくださいと言ったほう

がいいんじゃないですか。利用定員等とおっ

しゃいましたが、利用定員等大きく変更するこ

とはあり得ないわけで、ほとんど従わざるを得

ないということだと思うのですが、これも厚労

省が勝手に、少しは何とか自分のところでしな

くちゃいけないというだけのことで、省令から

条例に移すということにしか思えないんですけ

どね。

○阿南福祉保健課長 この法律につきまして

は、一括法でございまして、各省庁全部をまと

めた法律ということで成立をしておりますの

で、厚労省もその中に入っているということで

ございますから、厚労省だけ抜くということに

ついては、もう法律を制定しておりますことか
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ら、できないところであります。

○中村委員 だから、地方自治体の自主性の強

化等の観点からというのであれば、裁量権が本

来なければならない。省令から条例に移行すべ

きであるのに関して、これによると、従うべき

基準が余りにも多いわけだから意味がないと。

やっぱり県としては、厚労省にちゃんと物を言

わないと、今厚労省が、省庁の中では一番悪い

部分の省だよな。そういうことも私はひっかか

るもんだから、ちょっと県も強くなって、本当

に地方自治体の自主性の強化につながってない

じゃないかということは物申し上げないといけ

ない。

○土持福祉保健部長 議員のおっしゃるとおり

でございますが、分権委の勧告の中では、たし

か廃止と、それから標準と参酌、３つだったと

思いますが、法制化に当たって、やはり国のほ

うではこれに従うべき基準というものを設けま

すというのが実態でございまして、余り地方を

信用してないのかなという感じがいたします。

ただ、これ全体で地方のほうから要望しており

ましたのがたしか4,000項目ぐらいあったと思い

ますが、第一弾として、今回120項目の制度が示

されておるわけでございます。ですから、分権

改革が緒についたというふうに解して、かつそ

の従うべき基準も省令から条例に移行されたと

いうことでございますので、ここを足がかりに

して、今後そういう地方の自由度を高めるよう

な要求をしていかなければならない、そういう

ふうに考えております。

○中村委員 部長が緒についたところだとおっ

しゃるなら、それでいいでしょう。

○井本委員 私ももろもろ聞きたいんですけれ

ども、地方分権、地方分権と言いながら、そし

て、条例を制定しろ、制定しろと言いながら、

結局その中身は本当どうでもいいようなことし

か我々は決められんのですよ。全部法律の網が

かぶさっているわけでしょう。こんなふうにか

ぶさっておって、それで我々地域に対して、地

方が変わらないかんじゃないかと、新聞やマス

コミはわんわん言うけど、事実は何もかも法律

がかぶっておって、我々実効性のある条例はつ

くれんのですよ。こんな形だけの地方分権だっ

たら、我々は本当にはた迷惑ですよ。やっぱり

我々が本当に実効性のある、そういう条例がつ

くれるような……。はっきり言って、こういう

法律ははなから取っ払ってほしい。そうした

ら、我々は独自の条例をつくりましたと、地方

は、今まで金太郎あめじゃないけど、日本画一

的に全国やっていたわけでしょう。それをやっ

ぱり地方に応じた、いろいろ個性に応じたそう

いう政治をやらなきゃいけませんというんだっ

たら、それにふさわしい法律をたくさんつくっ

てほしい。だから、はっきり言って、法律を

取っ払っておいて、ここから我々独自のやれる

ことをやりましょうと。そういうものはたくさ

んありますよ。何を基準に３つ基準を置いたの

か。本当に地方に必要なものを基準にしてない

んじゃないですか。本当にこんなことを言って

いてもしようがないんだけど、地方分権、地方

分権、条例制定せよ、制定せよ……。我々が条

例を制定しても、余りにも馬の耳に念仏です

よ。本当、何のための条例か。いつもつくられ

るのはこんな宣言条例。本当に実効性のある条

例をつくらないかん。新聞記者がきょう来てい

るけれども、新聞記者はよく考えてもらわん

な、その辺をね。本当よ。我々に言う前に国に

対して、この法律の網を外しなさいということ

をもっと言わないかんですよ。わかりました

か。結構です。
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○清山委員 私は、行政用語に関して不安内な

んですけれども、この標準というのは、先ほど

から議論にも上がっているんですが、条例制定

の過程で厚生労働省に一々お伺いを立てなが

ら、これは標準とする範囲内であると判断しな

ければいけないんですか。

○阿南福祉保健課長 各省令で従うべき基準の

定め、これについては条例の中で、そのとおり

に規定をしなければなりません。標準につきま

しても、省令で定めるわけでございますけれど

も、通常による基準としつつ、合理的な理由が

ある場合に限り、緊急に実情に応じた標準と異

なる内容を定めることが許容されるものであり

ます。

それから、参酌すべき基準についてですが、

これも省令で定めることになっておりますけれ

ども、県で十分参酌した結果としてであれば、

地域の実情に応じて異なる内容を条例に定める

ことが許容されるものであります。厚生労働省

関係でいきますと、従うべき事項というのが項

目として12％。それから、参酌すべき事項が88

％というふうになっておりますので、ある程度

については、各県の知恵を出すということはで

きるのかなと思っております。ただし、それに

つきましては、どうしても財源を伴うものでご

ざいますので、一気に解除を受けるというもの

ではないというふうに考えております。以上で

す。

○清山委員 標準の場合において、地域の実情

に応じた合理的な理由かどうか、参酌すべき基

準において十分に参酌したかどうかは、だれが

決めるんですか。

○阿南福祉保健課長 条例として議会のほうに

上程させていただきますので、議会のほうで判

断をしていただくと。その条例が正しいかどう

か、制定すべきかどうかについては議会のほう

の判断ということになろうかと思います。

○清山委員 であれば、省令で定めた、例えば

標準であれば、法令の「標準」を標準とする範

囲内でなければならないと書いてありますよ

ね。そして、その中にあっては、地域の実情に

応じた合理的な理由がなければならないという

御説明でしたけれども、合理的な理由というの

は、各地方議会が判断して決められるという理

解でよろしいでしょうか。

○阿南福祉保健課長 各関係団体等とも協議を

しながら、また利用者等についての御意見もお

聞きしながら、条例について検討してまいりま

すので、その中でどういう形でつくるかという

のを、今後検討していくということになろうか

と思います。それで、標準につきましては、今

のところ１点だけでございまして、利用定員、

これについてが標準でございまして、あとのほ

とんど88％については参酌ということで、それ

ぞれの自治体において基準をどのような形でつ

くるか、これについて検討を行っていくと。そ

れについては、議会のほうで判断をしていただ

くということになろうかと思います。

○清山委員 というと、標準でも参酌する基準

でも、かなり地方の裁量が大きいという理解で

いいんですか。余り厚労省なり中央省庁の了解

するところがないという理解でいいんですか。

○阿南福祉保健課長 参酌すべき基準につきま

して、厚労省と協議を行うということはござい

ませんので、各県の考え方で提案できるという

ふうに考えております。

○清山委員 ありがとうございます。確認でご

ざいました。

あと、フグの取り扱い条例に関して、フグ処

理施設の認証制度を導入するに当たって、食品
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として販売する営業者（鮮魚店、飲食店、市場

等）とございますけれども、事前調査等のよう

なことをされているかわかりませんけれども、

今現在、県内の鮮魚店、飲食店、市場等におい

て、フグ処理施設として認証されるところ、さ

れないだろうというところ、そういった割合と

か事前のデータがございますか。それと、かな

り認証から外れるような見通しなのか、その辺

ちょっとお伺いしたいと思うのですけど。

○船木衛生管理課長 食品衛生法上のいわゆる

許可施設、それから魚介の販売業等について、

施設数は把握しているわけですけれども、現実

的に今委員のおっしゃいました、いわゆる施設

がどのぐらいになるかということにつきまして

は、魚の競り売り市場、ここは大概入ってくる

のかなというふうに思いますけれども、あと、

フグを提供している施設数そのものを具体的に

実数として把握をいたしておりませんので、今

後の施設の認証の中でそこの部分がはっきりし

てくるというふうに理解しております。

○清山委員 県内の全数は、すべての数は把握

されてなくても結構ですけれども、この認証に

当たっての基準で、フグ処理師の必置と、不浸

透性容器の整備と２つ挙げられておりますけれ

ども、例えば幾つかの県内にあるこういった鮮

魚店、飲食店、市場において、これらを満たす

ところ、満たさないところ、見通し等ございま

すか。

○船木衛生管理課長 フグ処理師の必置と、い

わゆる有毒部分を施錠できるそういう不浸透性

容器の整備となっておりますけれども、現在ま

でに、川南と都農、こういったところがシロサ

バフグ産地となっているわけでございますけれ

ども、こういった市場にフグ処理師の資格を

持った方々等が現在も配置をされたり、流通す

るスーパー等でフグ処理師の資格を取られたり

しておりますので、そういった部分での影響と

いいますか、そういうものはかなり現条項の見

直しの検討の中で十分対応できるというふうに

考えております。

○清山委員 ありがとうございます。最後に、

健康増進課長にお伺いしたいんですけれども、

この難病に対する医療費公費負担ですけれど

も、まず、県の超過負担額がかなりふえている

という御説明でしたが、そもそも難治性疾患克

服研究事業の根拠法令、根拠となっている法令

等が何かございますか。

○和田健康増進課長 法令はございません。す

べて国の事業で行っております。

○清山委員 これはこの事業の中で公費負担を

行うという文章になっておりますけれども、こ

の公費というのは、国の国庫負担というふうに

定められているわけではないんですか。国か県

か公費でやるかなど。

○和田健康増進課長 国が２分の１、県が２分

の１ということです。

○清山委員 国が２分の１の中身が国庫補助額

という理解でいいんですよね。

○和田健康増進課長 そのとおりです。

○清山委員 その国が負担すべき２分の１を国

が支払えていないので、県が負担しているとい

う理解ですか。

○和田健康増進課長 そのとおりです。

○清山委員 それは何かに違反しないんです

か。なぜこういう現状のままなんですか。

○和田健康増進課長 すべての都道府県、この

件については、改善を要望しているんですけれ

ども、ちょっと私には違反しているのかどうか

というのはよくわかりませんが、実際には医療

費を支払われている方がいますので、県が負担
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をしないと、２億8,000万ぐらいが支払われない

ことになりますから、しぶしぶということにな

ります。

○清山委員 これは国に対して訴訟を起こすこ

とはできないんですか。

○橋本福祉保健部次長 清山委員がおっしゃる

とおり、大変大きな問題だと思っておりますけ

れども、これは従来から国と地方の財政負担の

兼ね合いで、一番例に出る問題でございます。

それで予算補助でございますので、一般的にほ

かの施設補助でもそうなんですけれども、２分

の１の範囲内とか、基本的にはそういう規定に

なっていまして、そこそのものが違法かどうか

という次元の話ではないと思います。ただ、今

委員が御指摘のように、そもそも国が２分の

１、地方が２分の１というルールに大きく違反

している現状が問題だというのは認識しており

まして、毎回我々からも状況の改善の要望を強

くお願いしているんですけれども、むしろ実際

は悪化しているという現状だということで、強

く問題意識は持っているところでございます。

○清山委員 ２分の１の範囲内という部分でグ

レーを残しているという理解でよろしいのかど

うか。

○橋本福祉保健部次長 もともと予算の範囲内

ということになりますので、若干、ぴったり２

分の１という世界ではないというのは、ほかの

分野でもよくある話ではあるんですけれども、

ここまで大きいというのは結構異例だと思いま

して、違法か適法かというよりは、当不当の問

題として、大きく不当な状況にあるというふう

には思います。

○清山委員 ありがとうございます。あと県単

で研究事業として認められないかどうかという

問題ですけれども、以前の委員会で課長から説

明があったのは、認定基準の算定が非常に困難

であるとありましたけれども、きょうの御説明

では、全国衛生部長会から示されている原則

と、財政的な問題という御説明でした。認定基

準に関しては、シェーグレン、アレルギー性肉

芽腫血管炎、成人スティル病を東京都が認めて

いたりしますし、診断基準がこの３つは「有」

というふうになっているんですけれども、例え

ば、シェーグレンなんか、この３つの自治体は

認定基準に関して、どのように定めておられる

のか、御存じのことがあれば教えていただきた

いんですけど。

○和田健康増進課長 東京都は国と全く同じ

で、東京都独自の東京都福祉保健局の第２号様

式84番、シェーグレン症候群臨床調査個人票と

いうのを研究班が定めております。それから、

北海道も78番、シェーングレン症候群臨床調査

個人票というのを定めております。富山も78

だったと思うのですけど、臨床個人調査票は引

き出せなかったんですけれども、シェーングレ

ン症候群の認定基準というものは定めておりま

す。

○清山委員 いずれも診断基準の存在している

シェーングレン症候群そのものの診断基準に

沿った形で、その３つともほとんど同じ内容で

あると理解していいんですか。

○和田健康増進課長 診断基準は基本的にはそ

のようになりますが、個人票はそれぞれ研究班

が独自に活用しますので、全く一緒ということ

ではございません。

○清山委員 ありがとうございます。先ほど、

研究事業なので研究班を立ち上げる等いろいろ

ありましたけれども、これは実体はほとんど公

費負担が趣旨だと思うのですけれども、例えば

研究事業としてではなくても、それぞれ公費負
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担、公費助成というような形で県単独でこう

いった難治性疾患を助成、公費負担することと

いうのは、法令、地方自治法上とか可能なんで

しょうか。

○和田健康増進課長 予算があれば可能だと思

いますけど、その際に、どの疾患を対象にする

かという問題が非常に大きくなります。例え

ば、がんの患者さんとか非常に多いわけです

が、その方々がやっぱりがんになられて働けな

くなって、高額な医療費がかかりますというこ

とになると、その方々も認めてくださいという

ことになれば、最終的には高額な医療費を払っ

ている全員が認めてくださいという形になろう

かと思います。そこまでの財政負担に県が耐え

られるかどうかということがまず第１点になっ

てくるのかなというふうに思います。基本的に

これがなぜ研究事業なのかというと、やはり研

究事業に協力していただいているというかわり

に、医療費を負担しましょうという基本的な骨

格がございますので、初めから難病なんで医療

費負担しますという事業じゃないということは

御理解いただければというふうに思います。

○清山委員 財政負担を背景にそういう論にな

るのはわかるんですけれども、基本的に16ペー

ジの特定疾患に対する患者会からの要望書、こ

れはいずれも非常に難治性で、僕はこの難治性

疾患と先ほど課長がおっしゃったがんというの

は、全く特性が違うものだと理解しています。

がんというのは一部の種類のがんを除いては、

やはり生物学的に加齢とともに出てくるもので

ございますけれども、こういった難治性疾患と

いうのは、先天的に持って生まれている方々、

しかもかなり障がいを負われている方と同様

に、非常に社会的に不遇な方々が主だと思いま

す。患者会から申請されている病気に関して

は、国は積極的に難病、特定疾患としても認定

して、研究も進めなければいけないし、公費負

担も進めなければいけないと考えております。

宮崎県において、もちろん国の原則に従って、

国に対して求めていくのは当然なんですけれど

も、先ほどの議論とちょっと逆で、この辺に関

しては、国が全く動こうとしないというか、国

が進めてくれようとしない中で、だから県が何

もしないというよりも、今現実、宮崎県の中で

難病関係の方々が非常に御苦労なさって、それ

なりにいろいろ患者さんの声を集めて請願をさ

れていらっしゃるので、そうした地域の実情、

地域の声に応じて、それぞれの都道府県で何が

できるか模索していく努力というのは、僕は、

この地方分権や地方主権の時代だからこそ国と

別個に模索していってもいいかなと思いますの

で、難しいところは多々あると思いますが、委

員会の外でもまた相談させていただきたいと思

いますし、僕も勉強してまいりたいと思いま

す。これは僕の意見として申し述べておきま

す。

○太田委員 再度確認です。本当に申しわけな

い。超過負担にどうしてもこだわってくるんで

すが、17ページ。今清山委員が言われた特定の

問題もあるんですが、結局宮崎県に２億8,000万

ほどの負担をさせて……。通常、私たちが超過

負担という場合は、例えば、学校を建てる場合

に、学校の敷地等、学校を建てる者が、公が出

しますよと。ただ、門とか塀は対象外ですから

というようなことで、対象物であるのかどうか

が問われてきたのが基本的な超過負担だったと

思うのですよね。ところが、今回のこの超過負

担というのは、「国は医療費の自己負担分につ

いては公費負担しますよ」と宣言しているのに

もかかわらず、患者さんが領収書を出した分を



- 19 -

国が負担をしないというのは、通常の私たちが

考える超過負担とは性質が違うと思うんですよ

ね。特に今、大体わかってきたんですが、所要

額に対する交付額の割合が48.2％まで引き下

がっているということは―通常の超過負担が

ありますよというときには、８割ぐらいは保証

されて、２割ぐらい実際負担ですわというのな

らわかるんですよ。超過負担という制度が。う

ん、なるほどなとか、しようがないかなと、も

う48％までに落ち込んだ、これほどの超過負担

を地方にさせるというのは、超過負担の名に値

しない。国は言いっぱなしじゃないかと。公費

負担をすると言いながら、半分以上してない

じゃないですかというようなことにもなるかな

と思って、本当にごめんなさい、私たちも気づ

かなかったんですが、こんな負担をさせる超過

負担は、ちょっとひどいと思いますね。対象外

であるかどうかの議論だったら、本当に議論も

できる。公で負担しますと宣言しながら、半分

以下ですよというのは、これはちょっといかん

と思いますね。だから、ぜひ国の制度としても

要望を上げて、しっかり取り組んでもらうよう

にしていただきたいなと思うところでありま

す。以上です。

○黒木委員長 ほかにありませんね。報告事項

についての質疑はほかにありませんでしょう

か。ないようでしたら、その他にいってよろし

いでしょうか。その他何かありませんか。

○中村委員 地方分権あるいは規制緩和という

名のもとで、今聞いているといろいろと弊害が

起きているわけですけれども、平成20年に約46

年ぶりに薬事法の改正がされたわけですね。あ

のときいろいろありましたが、私の友達で、薬

種商の人がいるもんですから、よく話をするん

ですけれども、薬種商あたりも、今、３つある

ようです。びっくりしたのは、薬種商の試験と

いうのがあるんですが、以前10人ほど合格して

いたものが、この規制緩和によって、400人余り

が合格しているんですね。今まで、薬は危ない

から対面販売しましょう、そして安全、信頼、

こう言っておったにかかわらず、こういう10何

人から400人、500人なんてめちゃくちゃなんで

すね。そういうことがなされているんです

ね。21年からでしたかね。これは本当におかし

いことだと思うのですが、対策室長は携わって

おられたと思うのですが、このことについてど

う思われますか。こういう10人から500人にもな

るようなことで、これで安全と安心、そして信

頼が得られるのか、薬に対してということです

ね。

○岩﨑薬務対策室長 今の中村委員の御質問で

ございますけれども、これは平成20年、薬事法

という薬の関係の法律がございまして、製造か

ら販売、流通の規制をしているわけなんですけ

れども、この薬事法に関しまして大きな改正が

行われまして、一部施行が20年、全面施行が21

年にされております。今回の改正は、皆様方が

身近に目にされます一般用の医薬品、いわゆる

薬局・薬店で皆さんがお買い求めになるお薬に

関するところの変更でございました。今、御質

問のお答えに入る前に、この改正の趣旨でござ

いますけれども、それまでお店１つ、薬局・薬

店に、資格を持つ者が１人おれば、販売を許可

しておりました。これが時代がずっと進みまし

て、長時間営業とか年中無休の店が出てきまし

て、長い時間営業している。そうすると、管理

者が１人という規定のもとで、普通は８時間勤

務でございますので、いわゆる休日、土日や夜

間にそういう資格を持つ者の販売対応がどう

なっているのか、いわゆる留守の時間ができて
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きたというようなことと、医薬品の入手方法

も、インターネットとかいろいろ発生しており

まして、そのような背景がありましたので、改

正になりましたんですが、この改正において、

一番のポイントは、医薬品をリスクごとに分類

しまして、一類から二類、三類というふうに分

けまして、そのリスクによって取扱者を規定し

たことでございます。第一類の一番慎重に取り

扱わなければいけないものは薬剤師、そして二

類、三類のものは薬剤師または登録販売者とい

うふうに分類をしました。販売業に関しまして

は、薬局・薬店というふうに普通申しておりま

すけれども、薬店の中に薬種商とか山間僻地の

薬店とかございましたんですが、この販売業に

関しては、店舗販売業というふうに１つになり

ました。このリスクのほうに分類したことで取

扱者を規定したこと、それと営業時間内には必

ず１人―薬種商、薬剤師なり今度の新制度で

登録販売者といいますが―取り扱いに適した

者が必ずいるようにということで、24時間営業

いたしますと、１週間年中無休でやります

と、40時間働くと想定しましたとき、４人から

５人の人数が要ると。雇用する必要があるとい

うふうなことで、医薬品を取り扱うに必要な資

格、知識のある者をつくる必要があるというこ

とで、今回の改正ではそのリスクの分類に加え

まして、登録販売者制度というのが導入されて

おります。これが中村委員御質問の多量に誕生

したんじゃないかとおっしゃるところでござい

ます。そういう背景には、常にだれかいるよう

な販売体制、対応をとる必要があると、安全、

医薬品の供給販売に当たって、きちんとした情

報提供をする必要があるということで、安全対

策の一つでとられたことでございます。ただ、

おっしゃるとおり、薬種商という方が昔からい

らっしゃいましたが、試験のほうは３年の実務

経験が受験には必要でございましたし、受験に

当たりましては、許可申請という形で店舗の確

保もしていただいておりました。確かに過去１

けたの合格者数でございました。この新しい改

正薬事法の制度、試験制度は平成20年から開始

しておりますが、例えば、20年は宮崎県で出願

者数839名おりまして、合格者が528名、合格率

が64％、平成21年が出願427名の合格者188名、

そして昨年が出願277名の合格者99名ということ

です。この登録販売者試験の受験資格が実務経

験が１年、いわゆる薬局・薬店で実務に従事さ

れた期間が１年あれば受験できるということに

なりまして、今までの薬種商の認定試験に比べ

まして非常に受けやすいといいますか、受験の

条件が低くなっております。それですので、20

年の初年度は今まで従事された方が多数受験を

なされたところでございます。最終的に、昨年

は37％の合格率ということで、初年度が多かっ

たんですけど、年々減っておりまして、ことし

も昨年程度の受験者はあるのではないかと考え

ているところでございますが、おっしゃるとお

り、累計しますと、３年間で815名の合格者が出

ている状況でございます。以上でございます。

○中村委員 そのリスクごとに一類から三類ま

で分けたというお話でしたが、薬というのは、

リスクの低いものでも、風邪薬でもよけい飲む

とか、あるいは飲み合わせると、若者が研究し

ていまして、ラリるというんですか、いい気分

になるのがあるんですね。そういうことがある

にもかかわらず、経験が１年で500人も一挙にぼ

んと通すというのは、規制緩和の名のもとに、

県民、国民をどうでも薬を与えてもいいんだと

いうふうに思っている節がある。もう一つは、

やはり大企業、コンビニとかあるいはそういっ
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た大きな薬店、ドラッグストア、彼らを潤すた

めにやったものとしか考えられない。非常に不

愉快なことで、今まで薬種商の人たちが勉強に

勉強を重ねて10何人通っていたものが、簡単

に500～600人通るということは非常におかしな

話で、我々の健康とかそういったものが非常に

脅かされるんではないかなという気がします。

室長にこんなことを言っても始まらないのです

が、そのように私は思います。だから、だんだ

ん合格率が少なくなってはくるんでしょうが、

私、土地家屋調査士と行政書士をやっておりま

すが、土地家屋調査士なんかも年間に宮崎県で

５～６名しか通りません。これが200名も300名

も通ったら全部通りますよ。だから、今、薬屋

さんがどこも店を閉めています。あそこは地域

のコミュニティーの場だったんですよ。皆さん

が寄ってたかってきて、薬を買って、リポビタ

ンでも飲みながら地域のことを話し合うコミュ

ニティーの場だったんです。それが全部倒れ

て、ああいうドラッグストアとか大きな店に変

わっている。これは本当にゆゆしき問題だと思

うのですね。だから、県の皆さん方に言ったっ

てどうにもならない問題かもしれないけど、こ

んなことが平気で行われるということも我々は

知っておかなくちゃならないことだろうという

ふうに思います。どうですか。分類されても、

リスクの低い薬でも、うまく調合したらいい気

持ちになるのがあるんですよ。

○岩﨑薬務対策室長 リスクの低い第三類とい

うのは、余りそういう問題のないものが分類さ

れておりまして、ビタミン剤とかそういうのが

入っておりますので、そう御心配要らないと思

いますけれども、やはり、何でも多量に一遍に

服用されるというのは、危険性が出てまいりま

すので、その辺はやはり薬局・薬店のそれぞれ

の担当資格者なりが、十分消費者の皆さんにお

伝えすべきことだというふうに考えておりま

す。それと委員が今おっしゃいましたように、

やはり薬局・薬店の業界も大型化チェーンとい

うことで、それぞれ町に合った小売の薬店、町

のお薬屋さんというイメージのところが、横ば

い、また減少をしているところでございまし

て、ほかのいろんな大型店もございますので、

それに薬関係もそういう流れといいますか、時

代の背景がございます。それと、非常に今御心

配されております、多量に生じた登録販売者の

資質、いわゆる知識の研さんやそういう知識の

確認といいますか、そういうことにつきまして

は、私ども十分課題というか、問題点だという

ふうに考えているところでございます。一度

通ってしまえば、後はずっとそれで従事できる

わけですので、国のほうも業者のほうに自主研

修等、法文で義務づけているところでございま

すけれども、私どももそういう資質の維持、研

さん、研修の部分というのは非常に問題だとい

うふうにとらまえているところでございます。

以上でございます。

○中村委員 非常に、何回目かに合格したがゆ

えに、この人たちがいろいろ登録するのについ

て、7,900円ぐらいかかるんだそうですね。ま

た、新しい販売を始めると、２万9,000円か３万

円かかるそうですが、県としては、この改正に

よって、証紙収入等で潤ったんじゃないかな

と、変な考えをするんですが、どのぐらい潤っ

たものか。

○岩﨑薬務対策室長 収入は確かにふえた部分

がございます。例えば、この視点に立って申し

上げますと、受験手数料が１万3,000円でござい

ます。初年度は800人以上の受験者がおりますの

で、1,000万近い収入というふうになるわけでご
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ざいまして、この３年間で1,900万ぐらいの収入

ということはございます。また、合格後、登録

販売者となるために、登録申請をしていただき

ますので、１件につき7,100円いただいておりま

す。現在、1,300人以上の登録がございますの

で、合計しますと960万程度、証紙収入で県のほ

うに収入として上がっているところでございま

す。もうけているわけではございませんけれど

も、いろんな事業にかかる経費、薬務のほうの

経費等に充当させていただいているところでご

ざいますが、確かに収入としては、この３年ふ

えているところでございます。

○中村委員 これは一般会計には繰り入れない

わけですか。そういった手続費用等々のものに

使っていらっしゃるだけで、余分なというか、

余るわけですから、普通の一般会計に繰り入れ

ることにはなっていないと。

○岩﨑薬務対策室長 すべて県の収入として一

緒になるわけでございまして、幾ら入るからそ

の分がということではないんですけれども、一

応収入額に応じて予算のほうへ充当するという

形でやっております。

○中村委員 最後ですが、やっぱりこれだけ質

が落ちてきていると、購買者としては非常に不

安があるわけですから、研修の徹底、それか

ら、そういったことを的確にやっていただかな

いといけないと思うので、よろしくお願いした

いと思います。

○井本委員 関連してですが、とにかく規制緩

和のありとあらゆるものを、アメリカから日本

に対する年次改革要望書にのっとってやってい

るんですね。恐らく薬が入手しやすくなったの

もアメリカからの要望でした。たしかこの薬種

商の関係も―私はそこ辺記憶ないんだけど

―恐らくこの年次改革要望書にのっとってい

るんじゃないかと思っているんですけどね。弁

護士なんかも、昔は400人か500人だったと思う

けど、今2,000人ぐらい通るんですね。とにかく

規制緩和、規制緩和。これは全部アメリカの日

本に対する年次改革要望書にずらっと載ってい

ますよ。それにのっとって、日本は全部、それ

こそ規制緩和、規制緩和という感じでやってい

ると私は思っているんですが、これはどうです

か。私は、そういうもんじゃないかなと思って

いるんですけどね。それもある。御存じないで

すか。わからなければいいですわ。私ももう一

回勉強してみます。

それともう一つ、認定こども園がここに書い

てあったから思い出したのですが、延岡の場

合、認定こども園に延岡市から費用が支払われ

ていないということを聞いたんですよね。これ

はどうしてなんですか。

○川野こども政策課長 おっしゃるとおりなん

ですが、認定こども園の運営費は実施主体が市

町村となっておりまして、それに応じて、市町

村の運営に対して県が補助するという形になっ

ております。安心こども基金を使ってですね。

延岡につきましては、認定こども園が３カ所ご

ざいます。これについては、延岡市の御判断

で、運営費が予算化されていないということ

で、今、県のほうも、市が予算化されてない関

係で補助できてないという状況でございます。

○井本委員 それがよくわからないんですけれ

ども、理由は何かあるんですか。

○川野こども政策課長 延岡市のお考えでは、

とりあえず子供の待機者がいないということで

ございます。今の保育園、それから幼稚園の中

で―既存の施設の中で、十分子供たちの保育

状況はかなえているということで、認定こども

園という形で、新たなそういう部分を認定する
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必要は、今のところ、余りその必要性を感じて

いないというお話ではございました。

○井本委員 ほかに宮崎県でもやっているとこ

ろがあると思うのですが、そういうところは、

何か待機児童がおったとこなんですか。

○川野こども政策課長 全体的には県として保

育所の待機児童というのはおりません。ただ、

認定こども園というのは、保育に欠けるとか欠

けないとか、そういったものの垣根を取っ払っ

て、柔軟に保育ニーズに対応できる施設という

ことでございますので、保護者のいろんなニー

ズに対応できる保育制度ということで、待機者

がいなくてもそういった施設の必要性を感じて

いる市町村は、そうやって取り組んでいらっ

しゃるところがあるということでございます。

○井本委員 ということは、延岡市の理由は理

由になりませんね。そうですね。延岡の主張す

る理由はね。

○川野こども政策課長 認定こども園の協会と

かもございますが、延岡市に対しては、そうい

うことで御理解いただけるように要望等をやっ

ているようなところではございますが、今のと

ころ、なかなか予算化がされてないという状況

にはございます。

○井本委員 県のほうから呼び出してでも、そ

ういうことをしなさいという要望は出しておる

ということですね。

○川野こども政策課長 県のスタンスとして

は、認定こども園というのは、今からのそうい

う施設のあり方としては、いろんなニーズに対

応できるということですので、できるだけ御理

解いただけるようにというような御意見等は申

し上げているところではございます。

○井本委員 聞くところによると、認定こども

園で保育をやれば、保育園に出す金の半分以下

でできるということを聞きますよね。それだっ

たら、みんなそちらの保育園にやっているより

も、国としては、県・市としては、そちらのほ

うに預けたほうが行政としては安く上がるとい

うことは言えると思うのですよね。その辺はど

うですか。

○川野こども政策課長 おっしゃるとおり、今

のところ、認定こども園という制度は、認可の

幼稚園に不認可の保育施設がくっついているも

のと、認可の保育園に不認可の幼稚園機能が

くっついているものと、どちらも認可されてい

る幼稚園と保育園が連携して一つの施設として

やっているものが３タイプございます。いわゆ

る不認可の部分については、従来、正式な制度

としての幼稚園や保育園として出されている運

営費の半額程度と、単価的には半額程度の運営

費にはなっております。一応正式な、無認可的

な施設、機能ということで、本来の施設よりは

運営費は低いという形にはなっております。

○井本委員 あとはまた後で聞きましょう。

○清山委員 緒方課長、３日前、新聞・テレビ

でも報道されていましたけど、研修病院説明会

に土持部長初め行かれてきたと思うのですが、

その御報告を簡単に、手ごたえや他県の取り組

みで何か見習うべき点等ございましたら、それ

を中心にお願いします。

○緒方医療薬務課長 この前の日曜日に東京の

レジナビフェアに行ってまいりました。新聞報

道では、45名ということになっておりますけれ

ども、最終的には47名の医学生が宮崎県のブー

スに来ていただきました。その内訳を見ます

と、宮崎県出身で宮大の方も４人いらっしゃる

んですけれども、県外出身で宮崎大学以外の

方、いわゆる宮崎県とどういう関係があるのか

わからないという方が32名来られております。
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そういう意味で、こういう宮崎県の臨床研修の

ＰＲをやるということは、やはり意義があると

いうことだと思っております。それともう一

つ、他県は臨床研修を実際やっている方が、実

際じかに研修医の医学生と話をして説明をされ

ている状況もございました。宮崎県もそういう

臨床研修医の方も参加をいただいておりました

けれども、もっとそういう形で臨床研修医の方

も参加いただいて、直接年代の近い方が今の宮

崎県の臨床研修のＰＲをしていただくというこ

とも非常に有効ではないかと思った次第でござ

います。以上でございます。

○黒木委員長 ほかにありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようですので、それでは以

上をもって福祉保健部を終了いたします。執行

部の皆さんには御苦労さんでした。

暫時休憩いたします。

午前11時48分休憩

午前11時50分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

その他、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、ないようですので、

以上をもって本日の委員会を終了いたします。

午前11時50分閉会




